
 

 

 

 

 
入札参加等に関する様式を、次のとおり変更しますので、お知らせします。 

 

〇 建設業法第２６条第３項ただし書きの規定の適用を受ける技術者又は営業所技術者 

等が職務を兼ねる技術者の配置予定の有無を確認する方法の見直し 

 入札に参加しようとする者が、配置技術者の兼務等を予定している場合、一般競争

入札参加申請書に所定の書類（別記第３－１号様式、別記第３－２号様式、別記第３

－３号様式）を添付する必要がありますが、その添付がなかった場合、入札参加資格

の審査を公正に行うことができなくなりますので、そうした事態を防ぐため、関係す

る様式に欄を追加しました。 

併せて、上記書類を含む入札参加資格確認書類に記載する配置技術者と、技術提案

資料に記載する配置技術者は同一である必要がありますので、あらためてその周知を

図るため、技術提案資料の様式に注記を追加しました。 

 

〇 雇用関係の確認方法の見直し 

現在、入札参加申請時等に、雇用関係等証明資料（直接的かつ恒常的な雇用関係が

確認できる書類）として、健康保険証の貼付を求めているところです。 

しかし、健康保険制度の改正に伴い、現行の健康保険証は、令和７年１２月２日以

降、使用できなくなることから、健康保険証の貼付に代えて、他の雇用関係等確認書

類を添付することとし、様式を変更しました。 

 
（１）入札参加資格確認資料 
 

様 式 名  変 更 点 

第３－1号様式 

配置技術者の資格・工事経験調書 

新たに「建設業法第２６条第３項ただし書きの規定の適

用を受ける技術者又は営業所技術者等が職務を兼ねる技

術者の配置の予定」欄を追加しました。 

第３－２号様式 

配置技術者に関する資格者証及

び雇用関係等証明資料添付書 

従来の「健康保険被保険者証の写し」欄に代えて、新た

に「雇用関係等確認書類」欄を設けました。 

※ 今後は、健康保険証の貼付に代えて、配置技術者と受注者の直接

的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（雇用関係等確認書類）

を添付することとなります。 

〇 関連規程等 

・ 条件付一般競争入札（事前審査方式）事務処理要領 

・ 条件付一般競争入札（事後審査方式）事務処理要領 



（２）技術提案資料 
 

様 式 名  変 更 点 

第８－１号様式 

主任（監理）技術者の資格・工事

経験 

本様式に記載する配置技術者は、入札参加資格確認資料

に記載した配置技術者と同一とすることを注記（注９）に

追加しました。 

※ 技術提案資料に入札参加資格確認資料と異なる配置技術者を記載

した場合、無効入札となりますので御注意ください。 

第８－２号様式 

主任（監理）配置技術者に関する

資格者証添付書 

令和７年 12 月２日から健康保険証（健康保険被保険者

証）が使用できなくなることを踏まえ、様式の名称を変更

するとともに、「健康保険被保険者証の写し」欄を削除しま

した。 

〇 関連規程等 

・ 建設工事における総合評価方式による競争入札について 

 
令和７年１１月１日以降に入札公告する工事から適用します。 
 

 
 

 
新様式は、以下の技術管理課ウェブページに掲載しています。 

 
●入札参加資格確認資料 
 
ファイル名「条件付一般競争入札様式集（R7年11月1日以降適用）」 
 
技術管理課 > 【工事】総合評価方式による競争入札・トップページ 
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23437.html 

 
●技術提案資料 
 
ファイル名「総合評価（建設工事）提出様式集(2025)11.1以降」 

 
技術管理課 > 【工事】総合評価方式による競争入札・トップページ 
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23448.html 



①入札参加資格確認資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②技術提案資料 


